
地区計画素案              （R8.1 現在） 

名 称 前地地区地区計画 

位 置 さいたま市浦和区前地一丁目の一部及び前地二丁目 

面 積 約１４．４ｈａ 
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Ａ地区 Ｂ地区 

区 分 の
面積 

約 1.2ha 約 13.2ha 

建築物等の用途

の制限 

 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

① ３戸以上の重層長屋（ただし、当該規定が定められた際に、現に存

する３戸以上の重層長屋の敷地に、当該重層長屋の戸数、階数、建

築面積及び延べ床面積以下の重層長屋を建築する場合は、この限

りでない。） 

建築物の敷地面

積の最低限度 

 

１００平方メートル 

ただし、次のいずれかに該当する敷地については、この限りでない。 

① 制限が適用された際、現に建築物の敷地として使用されている土

地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他権利

に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合し

ないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用す

る場合、若しくはその敷地面積が増となる場合、又はその一部と他

の土地を一体で使用する際、その敷地面積が減とならない場合。 

② 公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊その他これらに類する建築物で

公共公益上必要なもの 

壁面の位置の制

限 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（外壁等でない建築物の部分

のうちバルコニーその他これに類する部分及び階段を含む）から隣地

境界線までの距離は 0.5 メートル以上とする。 

 

ただし、当該限度に満たない距離にある建築物、若しくは建築物の部

分で、次の各号のいずれかに該当する場合、又は制限が適用された際、

現に存する建築物が当該規定に適合しない敷地についてはこの限りで

はない。 

① 建築物に附属する開放性の高い自動車等の車庫で、軒の高さが２．

３ｍ以下であるもの。 

② 出窓(見付面積の 2分の 1以上が窓であり、天袋、地袋その他これ

らに類するものを設けていないものに限る。)で下端の床面からの



高さが 30センチメートル以上、かつ、下端の地盤面からの高さが

150 センチメートル、出幅 50センチメートル以下であるもの 

③ 地盤面下の建築物の部分及び基礎又は地階の外壁等の部分うち、

地盤面までの高さが 1 メートル以下であるもの 

建築物等の高さ

の最高限度 

 

― 

 

２０ｍ 

 

 

ただし、当該規定が定められた

際、既にある建築物で、当該規定に

よる高さの最高限度に適合しない

建築物については、その全部を一

の敷地として使用する場合、若し

くはその敷地面積が増となる場合

に、1 回に限り既存の高さを限度

として、建替えできるものとする。 

垣又はさくの構

造の制限 

 

垣又はさくの構造は、景観、防災、防犯に配慮した次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 

 ただし、門柱、門扉、門そではこの限りではない。 

① 生垣や植栽を中心とした素材でつくられたもの。 

② 宅地地盤面からの高さが０．８ｍ以下の基礎の上にフェンス等の

材料で造られたもので、宅地地盤面からの高さが１．６ｍ以下のも

の。 

 


